
　
日
本
の
医
療
保
険
制
度
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
～
３
割
の
自
己
負
担
分
の
み
を

支
払
う
と
い
う
安
心
で
便
利
な
仕
組
み
で
す
。
最
近
で
は
新
し
い
治
療
法
や
薬
が
開
発

さ
れ
、
医
療
技
術
の
進
歩
に
伴
い
医
療
費
は
高
額
に
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
高
額
な
医
療
費
を
支
え
る
財
源
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
納
付
す
る
保
険
税
と
税
金

か
ら
の
公
費
で
す
。
医
療
費
が
増
え
続
け
る
と
、
医
療
費
と
財
源
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ

な
く
な
り
、
保
険
税
の
引
き
上
げ
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
心
が
け
で
医
療
費
は
節
約
で
き
ま
す
。
適
正
受
診
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け	

薬
局
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
日
常
的
な
病
気
の
治
療
や
相
談

が
で
き
る
「
か
か
り
つ
け
医
」
や

薬
の
も
ら
い
過
ぎ
や
飲
み
合
わ
せ

の
副
作
用
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら

え
る
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。
病
歴
や
体
質
な
ど

を
把
握
し
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
か
か
り
つ
け

医
に
相
談
し
、
必
要
に
応
じ
大
病

院
等
の
専
門
医
を
紹
介
し
て
も
ら

う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

柔
道
整
復
師・鍼
灸
師・マ
ッ
サ
ー

ジ
に
は
正
し
く
か
か
り
ま
し
ょ
う

　
柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接
骨

院
）
に
よ
る
施
術
は
、
保
険
証
が

使
え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
は
り
・
き
ゅ

う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
と
き

に
保
険
証
を
使
う
に
は
、
医
師
の

同
意
が
必
要
で
す
。

　

保
険
証
が
使
え
な
い
場
合
は
、

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
や
仕
事
中
の
負
傷
は
保
険

証
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　
交
通
事
故
等
で
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
け
が
等
の
治
療

費
は
、
加
害
者
に
支
払
義
務
が
あ

り
ま
す
。
保
険
証
を
使
用
し
て
医

療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
に
は
、

市
か
ら
加
害
者
等
へ
求
償
手
続
を

行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
必
ず
保

険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
仕
事
中
や
通
勤
中
の
け

が
は
労
災
を
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
労
災
が
適
用
に
な
る
場
合
は

保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

上
手
に
保
険
を
使
い
ま
し
ょ
う

国民健康保険ガイド

★
保
険
課
☎
25-

１
１
１
６

　９月30日で保険証の有効期限が切れるため、９月中
旬に新しい保険証を郵送します。
　新しい保険証（灰色）が届いたら記載内容を確認し、
現在お使いの古い保険証（青色）は、10月１日以降に
ご自身で破棄してください。保険証には個人情報が記
載されていますので、破棄の際には裁断するなどして
内容が読み取られないようご注意ください。
　これまで個別に交付していた「保険証」（全被保険
者が対象）と「高齢受給者証」（70歳以上が対象）を、
令和２年8月に一体化するための準備を進めています。
そのため、保険証の有効期限が、原則「令和２年７月

31日（又は令和２年３月31日）」となりますが、保険
証の使い方や、届出の方法に変更はありません。
※不在の場合、一定期間郵便局で保管されますので、郵便
局へ直接連絡してください。なお、郵便局での保管期間経
過後は下記担当課で保管していますので、必要書類をお問
い合わせのうえ窓口までお越しください。

▼本庄地域在住者
　保険課（市役所１階）☎25-１１１６

▼児玉地域在住者
　支所市民福祉課（アスピアこだま内）
　☎72-１３３３

国民健康保険被保険者証（保険証）を簡易書留で郵送します

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
年
金

に
上
乗
せ
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

け
取
る
に
は
支
給
要
件
を
満
た

し
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

令
和
元
年
12
月
末
日
ま
で
に
請
求

し
た
場
合
に
限
り
、
10
月
ま
で
遡

っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
令
和
２
年

１
月
以
降
に
請
求
し
た
場
合
、
請

求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
と

な
り
ま
す
の
で
お
忘
れ
の
な
い
よ

う
お
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
な
お
、
案
内
や
事
務
手
続
き

は
、
日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務

所
）
が
実
施
し
ま
す
。

対
象
者
・
給
付
額

〈
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
〉

●
支
給
要
件　
①
～
③
を
全
て
満

た
す
こ
と

①
65
歳
以
上
の
方

②
世
帯
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税

③
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の

他
の
所
得
額
の
合
計
が
約

87
万
９
３
０
０
円
以
下

●
給
付
額　
５
０
０
０
円（
月
額
）

を
基
準
に
、
保
険
料
納
付
済
期

間
や
保
険
料
免
除
期
間
に
応
じ

て
算
出

〈
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
の
受
給
者
〉

●
支
給
要
件　
前
年
の
所
得
額
が

４
６
２
万
１
０
０
０
円
＋
扶
養

親
族
の
数
×
38
万
円
※
以
下
で

あ
る
こ
と

※
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳

以
上
の
方
又
は
老
人
扶
養
親
族
の

場
合
は
48
万
円
、
特
定
扶
養
親
族

又
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養

親
族
の
場
合
は
63
万
円
と
な
り
ま

す
。

●
給
付
額

〈
障
害
基
礎
年
金
受
給
中
の
方
〉

　

障
害
等
級
２
級
の
方
は
月
額

５
０
０
０
円
、
障
害
等
級
１
級
の

方
は
月
額
６
２
５
０
円

〈
遺
族
基
礎
年
金
受
給
中
の
方
〉

　
月
額
５
０
０
０
円

※
た
だ
し
、
２
名
以
上
の
子
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
５
０
０
０
円
を
子
の
数
で

割
っ
た
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
支

払
い
と
な
り
ま
す
。

請
求
手
続
き

〈
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
〉

　

対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
請
求
手
続
き
の
案
内
が
９
月

上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封

の
は
が
き
（
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
請
求
書
）
を
記
入
し
、
目
隠

し
シ
ー
ル
と
切
手
を
貼
り
、
日
本

年
金
機
構
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年

金
の
受
給
を
始
め
た
方
又
は
受
給

を
始
め
る
方
〉

老
齢
基
礎
年
金
…
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
る
新
規
裁
定
請

求
手
続
き
の
案
内
に
同
封
の
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

…
年
金
の
請
求
手
続
き
に
併
せ

て
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
書
は
年
金
事
務
所
又
は
市

民
課
（
市
役
所
１
階
）、
支
所

市
民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ

ま
内
）に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す

国民年金のお知らせ

★
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
25-

１
１
１
４

　
支
所
市
民
福
祉
課
☎
72-

１
３
３
３

ねんきんダイヤル
☎０５７０-０５-４０９２（ナビダイヤル）
※０５０から始まる電話でおかけになる場合は
（東京）☎０３-５５３９-２２１６
●受付時間　月曜日　午前８時30分～午後７時
　火～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　第２土曜日　午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後７時ま
で相談をお受けします。
※土・日・祝日（第２土曜日を除く）、12月29日
～１月３日は利用できません。

熊谷年金事務所
☎０４８-５２２-５０１２
●受付時間　平日（月～金曜日）午前８時30分～
午後５時15分
※土・日・祝日、12月29日～１月３日は利用でき
ません。
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるも
のをご用意ください。また、代理人（二親等内）
からお問い合わせいただく場合は、本人の基礎年
金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要とな
ります。

年金生活者支援給付金のお問い合わせはねんきんダイヤル又は年金事務所へ

令
和
元
年
10
月
施
行

11 令和元年９月１日号 10


